
会
社
の
し
く
み
（
３
）

�

株
式
会
社
の
機
関

　
株
式
会
社
に
は
、
取
締
役
、
監
査

役
、
取
締
役
会
、
株
主
総
会
な
ど
の

機
関
を
置
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
機

関
設
計
は
様
々
な
選
択
肢
が
あ
り
、

そ
の
概
略
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

１　
取
締
役
と
株
主
総
会
は
、
す
べ

て
の
株
式
会
社
に
必
要
で
す
が
、
監

査
役
な
ど
他
の
機
関
は
、
必
ず
し
も

必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２　
大
会
社
に
は
、
会
計
監
査
人
の

設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す

が
、そ
れ
以
外
の
会
社
は
任
意
で
す
。

こ
こ
に
、「
大
会
社
」と
は
、
最
終
事

業
年
度
に
か
か
る
貸
借
対
照
表
の
資

本
金
と
し
て
計
上
し
た
額
が
５
億
円

以
上
ま
た
は
貸
借
対
照
表
の
負
債
の

部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
が
２
０

０
億
円
以
上
の
株
式
会
社
で
す
。

３　
公
開
会
社
に
は
、
取
締
役
会
の

設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

非
公
開
会
社
が
設
置
す
る
か
ど
う
か

は
任
意
で
す
。
こ
こ
に
、「
非
公
開

会
社
」
と
は
、
定
款
に
よ
り
す
べ
て

の
株
式
の
譲
渡
が
制
限
さ
れ
て
い
る

（
譲
渡
に
よ
る
取
得
に
つ
い
て
会
社

の
承
認
が
必
要
と
な
る
）
会
社
を
言

い
ま
す
。「
公
開
会
社
」は
そ
れ
以
外

の
会
社
を
言
い
ま
す
。

４　
機
関
の
種
類
と
し
て
は
、
株
主

総
会
の
他
に
、取
締
役
、取
締
役
会
、

代
表
取
締
役
、監
査
役
、監
査
役
会
、

会
計
監
査
人
、
委
員
会
、
執
行
役
、

会
計
参
与
が
あ
り
ま
す
。
機
関
設
計

の
選
択
肢
は
一
覧
表
の
と
お
り
で
す

（
大
会
社
以
外
の
株
式
会
社
に
つ
き

民
事
法
研
究
会
発
行
「
実
践
企
業
法

務
入
門
」
よ
り
）。

５　
一
番
多
い
と
思
わ
れ
る
機
関
設

計
は
、
株
主
総
会
、
取
締
役
、
取
締

役
会
、
代
表
取
締
役
、
監
査
役
、
監

査
役
会
で
す
。

株
主
総
会
：
株
式
会
社
の
最
高
意
思

決
定
機
関
。
取
締
役
、
監
査
役
等
の

選
・
解
任
な
ど
会
社
の
基
本
的
事
項

を
決
議
し
ま
す
。
決
算
期
ご
と
に
開

催
さ
れ
る
年
１
回
の
定
時
株
主
総
会

と
、
必
要
に
応
じ
て
開
催
さ
れ
る
臨

時
株
主
総
会
が
あ
り
ま
す
。

取
締
役
：
株
式
会
社
の
業
務
執
行
を

行
い
ま
す
。

取
締
役
会
：
３
人
以
上
の
取
締
役
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
代
表
取
締
役
の

選
任
な
ど
会
社
の
重
要
業
務
に
つ
い

て
意
思
決
定
を
行
い
ま
す
。
各
取
締

役
の
職
務
執
行
を
監
督
し
ま
す
。

代
表
取
締
役
：
株
式
会
社
を
代
表
し

て
業
務
を
執
行
し
ま
す
。

監
査
役
：
取
締
役
の
職
務
執
行
や
会

社
の
会
計
の
監
査
を
し
ま
す
。
監
査

の
範
囲
を
会
計
に
限
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

監
査
役
会：３
人
以
上
の
監
査
役（
う

ち
半
数
以
上
は
社
外
監
査
役
）
で
構

成
さ
れ
、
監
査
方
針
の
決
定
や
監
査

報
告
書
の
作
成
な
ど
を
行
い
ま
す
。

６　
他
の
機
関
の
説
明
を
し
ま
す
。

委
員
会
：
主
に
大
会
社
に
お
い
て
機

動
的
な
経
営
と
実
効
的
な
監
督
を
可

能
と
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
機
関

で
、
指
名
委
員
会
、
監
査
委
員
会
、

報
酬
委
員
会
が
あ
り
ま
す
。

会
計
監
査
人
：
主
に
大
企
業
に
お
い

て
計
算
書
類
等
の
監
査
を
行
う
機
関

で
、
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
の

み
が
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

会
計
参
与
：
会
社
法
で
新
設
さ
れ
た

機
関
で
、
取
締
役
と
共
同
し
て
計
算

書
類
の
作
成
な
ど
を
行
い
ま
す
。
公

認
会
計
士
・
監
査
法
人
ま
た
は
税
理

士・税
理
士
法
人
に
制
限
さ
れ
ま
す
。

す
べ
て
の
会
社
で
設
置
可
能
で
す
。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

弁
護
士  

山
下
江
の

第 37回

選択肢一覧表（大会社以外の株式会社）

公
開
会
社

取締役会＋監査役

取締役会＋監査役＋会計監査人

取締役会＋監査役会

取締役会＋監査役会＋会計監査人

取締役会＋委員会＋執行役＋会計監査人

非
公
開
会
社

会
計
監
査
人
を

設
置
す
る
場
合

取締役＋監査役＋会計監査人

取締役会＋監査役＋会計監査人

取締役会＋監査役会＋会計監査人

取締役会＋委員会＋執行役＋会計監査人

会
計
監
査
人
を
設
置

し
な
い
場
合

取締役

取締役＋監査役

取締役会＋監査役

取締役会＋監査役会

取締役会＋会計参与
※会計監査人の設置は任意。ただし、委員会設置会社を選
　択した場合、会計監査人の設置が強制
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